
【統制局と会員の行動】 
 
●どのように行動したらいいでしょうか？ 
 

 
 

●行政センターに到着したら？ 

 
 
 

 

近隣の行政センターに到着したら、当協議会の会員である旨を市職員に告げ、指示に従

ってください。協議会用帽子がありますので活動中は着用してください。 

役員は腕章、ベスト、帽子、（状況に応じてヘルメット）を着用し出向きます。 


